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２ 再生計画案の提出方法について 
  平成２９年４月１日以降に提出される再生計画案については、窓口あるい

は郵送による提出に限ることとし、ファクシミリ送信による提出は一切認め

ない扱いに変更いたします。 
  詳細につきましては、本庁破産再生部が配布している「個再通信 vol.32」

を参照してください。同通信は、各弁護士会本会ＨＰにて閲覧することがで

きます（同通信には、提出期限までに再生債権者の人数分の副本の提出も必

要との記載がございますが、東京地方裁判所立川支部の事件につきましては、

再生計画案提出の際、提出時期までに副本の提出も必要か否か、担当部へご

確認下さい）。 
  なお、提出期限までに提出された再生計画案の修正（正本）については、

従来通りファクシミリ通信による提出を認めますが、この場合の作成日付の

記載については、本庁と同様に、当初提出した再生計画案の作成日付に加え

て、修正後の再生計画案の作成日付を併記してください。記載例につきまし

ては、「個人再生の手引き」３０３頁から３０４頁を参照してください。 
  改定後の書式は、３月下旬頃弁護士会多摩支部ＨＰに掲載予定です。 
３ その他の書式の変更について 
（１）破産事件の債権者一覧表の書式のうち、借入総額の記載を不要といたし

ます。ただし、現在の金額を記載するに当たっては、利息制限法所定の制

限利率による引き直し計算をした上で、備考欄に引き直し済みであること

の記載をしてください。 

（２）再生債権に対する弁済期間が５年間となる場合には、再生計画案の弁済

方法の記載として「ただし、再生計画認可決定確定の日から５年を超えな

い範囲で弁済する」との文言を付記してください。 

（３）住宅資金特別条項における対象となる住宅資金貸付債権の記載方法を、

現在の「平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約（「以下「原契約」と

いう。）に基づき」から、本庁と同様に「平成○○年○○月○○日付○○○

○契約書（以下「原契約書」という。）に基づき」との文言に改めます（な

お、「個人再生の手引き」３３３頁参照）。 

   上記（１）～（３）の改訂後の書式は、弁護士会多摩支部ＨＰに掲載済

みですので、ご確認ください。 
 

上記３（１）に関して、

借入総額を記載することとなりました。

（２０２１年２月８日、書式改訂）




